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～平成１１年度から平成１３年度までの主な取組状況報告～ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  行財政改革への様々な取組を推進していますが、平成１１年度から平成１３年度の

 ３年間では、２，８４０億円（対前年度比の単純合計）の節減を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３年間で約２，８００億円の節減効果

愛知県第三次行革大綱の概要                
 

 ・愛知県の行財政改革の指針 

・ 平成１０年１２月策定 

・ 計画期間…平成１１～２０年度 

 ・行財政改革の視点…「財政の健全化」、「簡素・効率化」

       「自主・自律性の強化」、「県民参加の拡充」

 ・取組事項…１０課題１７１項目

 
《   節 減 効 果 （対 前 年 度 比） 》 
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                   （凡例）本文中の△は、削減（金額・人数・数）を示す。 

 

 

 

 県が担うべき役割を徹底検証し、既存の仕事の内容や方法を見直しています。 
 
   年 度 
取組項目 １ １ 年 度       １ ２ 年 度       １ ３ 年 度       

県の事業の整理
合理化 

・ 事業の廃止・休止 
 ３８６件・△２４２億円
  

・ 事業の廃止・休止 
 １６３件・△８７億円
・ 行政評価手法の導入
検討（一部試行） 

・ 事業の廃止・休止 
１１９件・△７３億円
・ 行政評価制度導入の
ための試行 

民間委譲・民間
委託の推進 

・ ３業務の民間委譲 
・ ８業務の民間委託 

・ ９業務の民間委託 
 

・ １１業務の民間委託

事務処理方法の
改善 

・ 決裁権限の下部委譲
 （６５事務を保健所長
 等に委譲） 

 

・ 決裁権限の下部委譲
 （５７事務を家畜保健
   衛生所長等に委譲）
・ ＩＳＯ１４００１の
 認証取得作業の実施 

・ 決裁権限の下部委譲
 （６１事務を児童相談

所長等に委譲） 
 

    

 

 

 

 行政情報基盤の充実とその活用を図り、行政サービスの一層の向上に努めています。 
 
◇ 窓口等における対応の改善と行政サービスの総合化  

 

 

 

 
 

◇ 行政の情報化等の推進  

 

 

 

 

 

 
 

 行政が担う役割や効率的な管理運営の観点から、あり方を見直しています。特に、民間
と競合する施設については、廃止、民営化その他の合理化に取り組んでいます。 
 

区  分 １ １ 年 度      １ ２ 年 度      １ ３ 年 度      

直 営 委 託 直 営 委 託 直 営 委 託
公 の 施 設 数       １５１ 

 ３０ １２１
１４２

 ２５ １１７
１３５ 

 ２４ １１１

管理運営を委託

した施設  
 

新生寮、明知寮、半田更

生園、植木センター 等

 

 

県の施設として

廃止した施設 

特別養護老人ホーム小牧

寮 等 

宮崎老人ホーム、女性勤

労サービスセンター 等

保育大学校、三河総合保

健センター 等 
 
 

具体的な取組事項 

① 県の仕事の見直し 

③ 公の施設の適正管理 

② 行政の情報化等行政サービスの向上

許認可等に係る標準処理
期間の短縮 
 １処分当たり平均２．２日
の短縮（１１年度実施）

サービス基準の設定 

（12年度…  ８所属１３機関、 

13年度…２３所属２９機関） 

「ネットあいち（愛知県

民情報システム）」の整備

（１２年度から一部稼働） 

新総合通信ネットワーク
の整備、あいち自治体情
報ネットワークの活用 

県ホームページによる県
政情報の発信と県民意見
の収集 

あいちＩＴ活用総合計画
の策定と電子地方政府の
実現に向けた取組 
（１３年度実施予定）
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 歳出構造の抜本的な改善と歳入の的確な確保に取り組んでいます。 
 
       年 度 
取組項目 

１ １ 年 度       １２年度 １ ３ 年 度      

経費の徹底した

見直し 

・ 公共事業・単独事
 業の縮減、施設管理
 運営費の節約 
   △７５６億円 

・ 公共事業・単独事
 業の縮減、施設管理
 運営費の節約 等 
  △３２０億円 

・ 施設管理運営費の
 節約 
   △３億円 経費の

節減合

理化 
そ の 他 

・ 敬老祝金・福祉手
 当の見直し 
   △１８億円 

・ 本庁における県有
 公用車の管理の一元
 化 

 

補助金の整理合理化             △１９９億円  △６３億円 
   

滞納整理の促
進 

＜県税徴収率の向上目標：平成１１年度から１３年度までの３か
  年で、０．５ポイント向上＞ 

使用料及び手
数料の見直し 

 
・ 公の施設の使用料の改定 
 等 ２．６億円(平年度ベース） 

 

県税徴
収率の
向上等
自主財
源の確
保 

未利用地等の売却
（一般競争入札分） 

  ２０億円   １３億円  

公共工事のコスト縮減 

＜縮減目標：平成９年度か
ら１１年度までの３か年
で、１０％以上の縮減＞ 
（１１年度縮減率：１０．０％）

公共工事コスト縮
減対策に関する新
行動計画の策定 

公共工事コスト縮
減対策に関する新
行動計画に基づく
具体的施策の実施

 

 

 

 

 簡素で効率的な組織・機構を目指して再編に取り組んでいます。特に、県事務所を始め
とする地方機関の再編に取り組んでいます。 
 
◇ 本庁組織の再編・簡素化と機能強化（１２年度実施） 

 

 

 

◇ 地方機関の再編・簡素化と機能強化 
  

区   分 １ １ 年 度      １ ２ 年 度      １ ３ 年 度      

地 方 機 関 数           １７３ １５９    １５５ 

    △４ △１４     △４ 
廃止した地方機関 経済研究所、豊橋保健

所等 等 
物産情報センター、中小
企業総合センター 等 

県立女子短期大学、 
栽培漁業センター 等 

 ※ 地方機関数は、知事部局（４大学（平成１３年度は３大学）を含む。）、出納事務局及び教育委員会事務局

   （県立の学校を除く。）の数。   

 ※ 各年度４月１日現在 
  
◇ 附属機関の整理合理化  
  

区    分 １ １ 年 度       １ ２ 年 度       １ ３ 年 度      

附 属 機 関 数        １０１ ９３ ９２ 

 △２ △８ △１ 
廃止した附属機関 豊橋保健所運営協議会

等 
環境衛生適正化審議会、
水防協議会 等 

自然環境保全審議会 
 

  ※ 各年度４月１日現在                           

④ 健全な財政運営 

⑤ 組織・機構の再編 

 知事部局の本庁部制の再編 

（１３部門→８部、８４課室局→７３課） 

企業庁、教育委員会事務局及び地

方労働委員会事務局の組織の再編
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 県の合理化方針に準拠して、統廃合や組織・定員等の見直しに努めています。 
 

区  分 １ １ 年 度       １ ２ 年 度       １ ３ 年 度       

  ＜削減目標：３７団体（１０年度）→２４団体（最終）＞  
県関係団体数 

  ３１（６団体の削減）  ２５（６団体の削減）  ２４（１団体の削減）

常 勤 役 員 数       １０９（１２人の減）  ６８（４１人の減）   ６６（２人の減） 

職 員 数       ３，０８６（１０人の減） ３，０９５（９人の増）（注１） ３，０２２（７３人の減） (注３）

＜削減目標：１２年度から１０年間で１０％、おおむね１５０人相当の純減＞ 

 

計 画 的 な 

職員の削減   ７３人の減 （注２）   ７５人の減 

そ の 他       
県ＯＢ役職員の退職手当
の廃止 

県ＯＢ役員の報酬月額基
準の１割引下げ 

県ＯＢ役員の報酬月額基
準の１割引下げ 

 
                    事務事業の見直し等による減 △73人（計画的な削減）
（注1） 職員数の増減の内訳  県からの事業の委託・移管による増 154人  

                   自主事業等に関わる職員の減 △72人 
（注2） 統廃合による職員の削減を含む。  
                    事務事業の見直し等による減 △75人（計画的な削減）
（注3） 職員数の増減の内訳  県からの事業の委託・移管による増 1人  
                     自主事業等に関わる職員の増 1人  

  

             
 

 

 職員の勤務意欲に配慮しつつ、定員及び給与等の適正管理に努めています。 
 
◇ 定員の適正な管理   

 
＜削減目標：１０年間でおおむね４，０００人＞ 

   知事部局等と教育、警察の事務部門⇒おおむね１，５００人（約１０％相当）

   教職員⇒児童生徒数の減少に合わせて、おおむね２，５００人 
 
  平成１１年度から平成１３年度の３年間で、１，８００人の定数削減を行いました。 

       （注）県関係団体への業務移管及び施設の管理運営委託に伴う減を除く。 
      

⑥ 県関係団体の見直し 

⑦ 定員及び給与等の適正管理

《  職 員 定 数 の 現 況 》   平成１３年４月１日現在

14,741 47,010 11,872

 合計（ ①＋②＋③）  ７ ３ ， ６ ２ ３ 人

② 教 職 員 ③ 警 察 官① 知事部局等と教育、警察の事務部門

《  定  数  削  減  状  況  》
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教 職 員
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計 1 ,8 0 0

計 3 6 0 （ 注 ）



 5

◇ 給与等の適正な管理  
 

１ １ 年 度       １ ２ 年 度       １ ３ 年 度       

初任給の１号引下げ等  

 △１．６億円 

特殊勤務手当の見直し等 

 △５．６億円 

旅費制度の見直し（１３年度：

外国旅行の支度料の廃止） 等 
 
 
 
 

 
 
 多様化・複雑化する行政需要に的確に対応し、行政の質的向上を図っていくために、総

合的な人材の育成と活用に努めています。 
 
 

 

 
 
 
 

 

 企業やＮＰＯ、さらには県民一人ひとりに至る多様な主体との連携・協働に努め、また

県政をより開かれたものとしています。 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 広域の行政課題や市町村行政の補完・調整を担うため、市町村との新たな関係の確立に
努めています。 
 
◇ 権限移譲の推進  

 

 

 
 
◇ 市町村の行政体制の整備への支援  

 

 

 
 
 

 
区      分 １ １ 年 度      １ ２ 年 度      １ ３ 年 度      

財政の非常事態に伴い、知

事等の特別職及び全職員を

対象に給与の一部を減額 

△３３０億円 

期末・勤勉手当の年間支給

割合の引下げ 
 

  △３３８億円    △１７７億円

 ※ 削減金額には、議員報酬カット分を含む。 

⑧ 人材の育成・活用 

⑨ 開かれた県政と県民との協働

グループ制の導入 
（本庁は、１２年度から本格
導入）

「職員研修ビジョン」
に基づく研修体系の見
直し（１２年度実施） 

公文書公開条例を
情報公開条例に全
部改正（１２年度か
ら一部を除き施行） 

許認可手続のネットあい
ちによる情報提供とダウ
ンロードサービス 
（１３年度から実施） 

ＮＰＯ、市民ボランティ
アとの協働関係の構築 

 ＮＰＯへの業務委託 
 （１２年度から実施）

⑩ 市町村との新たな関係の確立

地方分権一括法等による市
町村への権限移譲（１１年度
…２件、１２年度…１８件） 

県独自の平成１４・１５年
度における年市町村への
事務移譲計画の策定検討

市町村合併推進要綱の策定
（１２年度実施） 

その他の事項 

市町村との人事交流

ジョブローテーションの制
度化、庁内公募制の導入 
（１３年度から実施） 

外部監査制度
の導入 
（１１年度か
ら実施） 

県独自に４０項目の事務
を市町村へ移譲 
（１３年度実施）

市町村合併支援本部の設置
（１３年度実施） 


